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序　文

　小児のアルコール使用症の病態や経過は国の社会・文化
的な背景によって相当異なると考えられており，社会・文
化的な背景には家族，仲間関係，併存する精神疾患等の要
因が含まれ複合的である．小児のアルコール使用症の治療
についてはエビデンスに基づいた標準的な治療法がある程
度は確立しているが，実際の治療法の運用は国によって異
なる1）．
　日本では，小児・成人を問わずアルコール使用症に気づ
くことが難しいとされ，アルコール使用症の患者が自分の
アルコール使用症の兆候，及び予後を自分で認識すること
ができないことが多い．このような日本におけるアルコー
ル使用症の自覚の乏しさには，日本の飲酒文化とアルコー
ル使用症に対する偏見が関与していると考えられ，アル
コール使用症の治療を難しくしている2）．
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　小児のアルコール使用症の病態や経過は，その国の社会的・文化的背景によってかなり異なると考えられており，その社
会的・文化的背景は，家族，仲間との関係，併存する精神疾患などの要因を含めて複雑である．小児のアルコール使用症に
対するエビデンスに基づく標準的な治療はある程度確立されているが，実際の運用は国によって異なり，国内の治療の実態
は不詳である．
　本症例は小学校 6 年生のときから飲酒が認められていたが，積極的な介入がないままに飲酒を続け，中学校 3 年生のとき
に不眠を主訴に初めて精神科を受診し，幻覚と被害関係妄想が認められたことから統合失調症と診断された．抗精神病薬に
よる治療では幻覚と被害関係妄想は改善しなかったが，精神科病棟に入院した際に飲酒を中止し幻覚と被害関係妄想が改善
した．経過からアルコール使用症と診断されたが，一般に成人のアルコール使用症の治療に利用できる社会資源（集団精神
療法）を利用することは難しく，退院後も飲酒行動は持続し，アルコール離脱による痙攣発作が出現し 2 回目の入院となっ
た．2 回目の入院では家族療法を導入し，アルコール使用症は改善した．
　このような症例を 1 例の報告であっても学術的に蓄積し，国内における小児のアルコール依存症の治療法を検討すること
には価値があるだろうと考えた．
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　近年実施された日本の高校における疫学調査ではアルコー
ル乱用が 2.4％に認められ3），日本では米国の 14.4％4），
ヨーロッパの 35％5）と比較して低い比率であったが，日本
の疫学調査は自記式の質問紙による調査であり，自らのア
ルコール関連の問題を認識できていなかった可能性がある．
また，国内ではアルコール使用症の親を持つ子どもの支援
については，議論がなされ支援策も打ち出されてきたが6,7），
小児期に発症するアルコール使用症の治療については議論
が十分にはなされていない．
　このように国外では小児期のアルコール使用症について
ある程度データが蓄積し治療法について検討がされている
が，国内では小児期のアルコール使用症についての報告は
乏しく，実際の治療法の運用についての報告はない．
　我々は小学校 6 年生で飲酒をはじめ，中学校 3 年生の時
点でアルコールに関連する精神症状を認めていたが，アル
コール使用症の診断が遅延し，診断後も治療方針の変更を
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要し，精神症状が遷延した症例を経験した．今回の報告で
はこの症例の治療経過を述べ，国内の社会・文化的な背景
を踏まえたアルコール使用症の治療法について考察する．

症　例

　今回の報告にあたって患者本人及び母親から文書にて同
意を得た．
　患者：10 代後半女性．
　生活歴：5 人同胞．両親は離婚し，母親が養育．兄姉は
独立，弟は祖母宅で生活しており，現在は母親との 2 人暮
らし．母親は酒類を提供する接客業に従事しているが，収
入は十分ではなく生活保護を受給している．
　就学までに発達の異常を指摘されることはなく，小学校
は通常学級．学業は下位だが，学習支援を提案される程度
ではなかった．コミュニケーションは苦手だが友人はあり．
自身の気持ちを表現することが苦手で，自己肯定感が低く，
他者からの発言を被害的に捉える傾向があった．
　現病歴：小学校 6 年生より不登校．当初は保健室に登校
することもあったが次第に学校との連絡は途絶えた．その
一方で友人との交流は続き，不登校と前後して友人と飲酒
をするようになった．飲酒量は次第に増大し，毎日飲酒す
るようになった．中学校 3 年生時の X-1 年 8 月に不眠を主
訴に精神科診療所 A 初診．
　この頃の飲酒状況について後述する 1 回目の入院治療の
際に本人が述べたところによると，飲酒量は「ストロング
缶 2－3 本」（アルコール度数 9％，1 本 500 ml：純アルコー
ル換算で 90-135 g）であり，酒を購入する代金は近隣に居
住する祖母が提供していた．夜間に飲酒をした場合に朝に
不安感が出現するため，午前中から飲酒することもあった．
かかりつけの小児科医に肝機能障害（直接の診療情報提供
はなく肝酵素の数値等詳細は不明）を指摘され節酒を試み
たが成功しなかった．
　精神科診療所 A の初診時には，診察医に対して飲酒の事
実を伝えたものの飲酒状況についての詳細な聴取に進むこと
はなかった．その一方で不眠に加えて「部屋に盗聴器がしか
けられている」「“死ねばいいのに”と自分のことを噂してい
る」と考えてしまう旨，診察中も「死ね」という声が聞こえ
ている旨を話し，診察医によって幻覚と被害関係妄想を認め
ると判断され，統合失調症の診断で治療が開始された．
　オランザピンで治療を開始され 20 mg まで増量したが効
果はなく，段階的にパリペリドン 12 mg に置換され，クロ
ルプロマジン（50-100 mg で調整）が追加された．このよ
うに複数の抗精神病薬による治療が試みられたが，精神症
状の改善は得らなかった．その一方で，「死にたくなる」と
希死念慮が出現し，リストカット，過量服薬を行うように
なった．また，衝動行為の改善を意図して抗精神病薬に加
えてバルプロ酸 400 mg，不安の改善を意図してブロマゼパ
ム 10 mg，不眠の改善を意図してブロチゾラム 0.25 mg，
ゾルピデム 10 mg，ニトラゼパム 10 mg が併用されていた
がいずれも効果はなかった．

　X 年 3 月に過量服薬（クロルプロマジン 500 mg，ブロチ
ゾラム 3.75 mg，ゾルピデム 150 mg，ニトラゼパム 150 
mg）で身体科病院 B の救急外来を受診し同日に入院．朦朧
とした様子でゴミを拾って食べようとしたり，綿棒を吸っ
たりする行動があり，せん妄と判断された．入院翌日も，
一方通行の会話で呂律が回らず何をしゃべっているのかわ
からない状態であった．身体科病院 B には精神科がなく，
精神症状の評価，治療のため入院 2 日後に精神科病院 C に
転院し医療保護入院となった．身体科病院 B 入院から精神
科病院 C 転院まで向精神薬は中止していた．
　治療経過：精神科病院 C の入院当日には身体科病院 B で
認めた注意の障害，認知の障害は認めなかった．その一方
で「周囲に監視されている」「男が“殺す”と言った」とい
う訴えがあり，前医処方を踏襲しクロルプロマジン 62.5 
mg，パリペリドン 12 mg を再開した．幻覚と被害関係妄想
は入院翌日まで持続し消退した．
　身体科病院 B の入院中に認めた注意の障害，認知の障害
については過量服薬後 1 日以内に生じており，ベンゾジア
ゼピン系薬剤の過量摂取によるせん妄（物質中毒せん妄）
で説明ができるものと判断した．せん妄の症状が消退した
後も幻覚と被害関係妄想は 2 日間持続したが，入院により
アルコール使用を少なくとも 4 日間確実に中止（本人は過
量服薬で身体科病院 B に入院となる 1 週間前から飲酒はし
ていないと述べていた）した後に幻覚と被害関係妄想が消
退したことからアルコール誘発性精神症と診断した．また，
身体的に危険な状況（肝機能障害を指摘されている），精神
的問題（幻覚と被害関係妄想）が起こっているにも関わら
ずアルコール使用を継続していることからアルコール使用
症と診断した．
　入院当日の血液検査では AST 52，ALT 114，γGTP 56 で
あり肝酵素の上昇を認めた．アルコール性肝障害か薬剤性
肝障害か判別は難しいものの断酒と薬剤の減量により改善
するものと考えた．
　アルコール使用症の治療を実施する方針とし入院中に本
人に対して動機付け面接を行い，母親にもアルコール使用
症の疾患教育を行った．また，退院後に自助グループ（断
酒会あるいは AA（アルコリックアノニマス））での集団療
法を併用することが望ましいと考えたが，小児の居住する
地域では小児の受け入れ実積がある自助グループを見つけ
ることが出来ず，パンフレットに成人男性が描かれた一般
的な断酒会を案内した．
　以後も幻覚と被害関係妄想は消退したまま経過し，本
人・母親ともアルコール使用症の治療に前向きであったた
め，同年 4 月（入院後 18 日目）に精神科病院 C を退院と
なった．抗精神病薬については漸減，中止とする方針とし，
退院時にはパリペリドン 9 mg，クロルプロマジン 50 mg ま
で減量した．中学校はほぼ不登校のままで入院中に卒業．
高校には進学しなかった．
　精神科病院 C の退院後，自助グループの利用には至らな
かったが本人は精神科病院 C での通院治療には意欲的で
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「病院に来ると安心する」と述べ 2 週間に 1 回通院し，飲
酒状況について確認すると患者は「飲酒はやめた」と言い，
母親も「飲酒はしていない」と言い，断酒は維持されてい
ると主治医は判断していた．しかしながら，5 月頃には幻
覚（「死ねばいいのに」という声）と被害関係妄想（「盗聴
器がしかけられている」という訴え）が再発．幻覚と被害
関係妄想に影響されて自宅で包丁を振り回すという行動，
家出しての徘徊，リストカット，過量服薬があったが本人，
母親共に飲酒を否定したため，暫定的に統合失調症に準じ
た薬物療法を行う方針とし，最大用量で効果を認めなかっ
たパリペリドンを 6 mg に減量しクロルプロマジンを 75 mg
に増量，クエチアピンを開始し 325 mg まで増量したが幻
覚と被害関係妄想は改善せず，逸脱行動は持続した．6 月
の血液検査ではAST 42，ALT 93，γGTP 61 であったが，薬
剤性肝障害で説明がつく範囲であり飲酒の再開を強く示唆
する所見とは判断しなかった．
　X 年 7 月にけいれん発作があり身体科病院 D に搬送．け
いれん発作の出現に関して飲酒の影響が疑われたが，本
人・母親共に飲酒を否定したため，アルコール離脱の確定
診断には至らず経過観察とされた．
　同年 9 月に再度，けいれん発作があり身体科病院 E に搬
送．頭部 Computed Tomography（CT）検査では異常はな
く，同日中に精神科病院 C を緊急で受診．脳波検査を施行
したが，検査中に再度けいれん発作（全般性強直間代発作）
を認めた．発作時の脳波では両側に広汎性の棘徐波を認め
たため，レベチラセタム 1000 mg を静脈内投与した．
　発作から回復し意識が清明な状態で本人が語ったところ
によると，幻覚・妄想が再燃した X 年 5 月頃に飲酒を再開
していたとのことだった．同年 8 月より食欲不振が出現し，
摂食量と共に嘔気のため飲酒量が減少し，不眠は増悪．今
回入院前の 1 週間程度は飲酒が出来なかったとのことだっ
た．アルコール使用と中止，不眠の増悪とけいれん発作出
現の時間経過からアルコール離脱と確定診断した．同日精
神科病院 C に 2 回目の医療保護入院となった．入院 2 日目
以降レベチラセタムは 1000 mg の内服に変更し漸減・中止
とした．
　精神科病院 C への 2 回目の入院後に本人が述べたことに
よると今回，飲酒を再開した際には酒を購入する代金は交
際相手が提供していたため，家族は飲酒のことは知らない
とのことだった．飲酒の契機について，交際相手との関係
性にトラブルが生じると「情緒が不安定になり，眠れない」
ため飲酒を再開した旨を述べ，本人にとっては「眠れない
事が問題」でありアルコール使用症について十分な理解を
得ることが出来ていなかった．アルコール離脱に至ってい
るので身体的な依存は生じていたと考えられるが，入院中
にアルコール使用への強い欲求（渇望）を述べることはな
く，アルコール使用を求める行動化もなく精神的な依存が
生じている確証はえられなかった．
　X 年 5－8 月の飲酒に関する本人からの聴取内容を踏ま
えて，あらためて幻覚と被害関係妄想はアルコール誘発性

精神症の症状であり統合失調症は否定的だと判断した．入
院当日は「刃物を持った男性に襲われる」と被害関係妄想
を訴えていたが翌日には消退．今回の入院でも抗精神病薬は
減量したが幻覚と被害関係妄想は消退したままで経過した．
　2 回目の入院では本人への動機付け面接のみではアルコー
ル使用を制御することが出来ないと判断し，動機付け面接
と並行して入院中に家族療法を導入した．母親が頻回に見
舞いに来ていた事から，担当医が病棟の面談室にて母親と
20-30 分程度の面談を全 3 回行った．家族療法では母親の
養育者としての機能（本人の成長に必要な枠組を提示する
事ができず，本人の機嫌を損ねないように，本人の要望の
ままに流されてしまう，共依存関係にある）及び結果とし
て本人の心理社会的発達が不十分であること（劣等感が強
く，自身に不利になると課題や対人関係から回避してしま
い，エリクソンの心理社会的発達段階における児童期の発
達課題である「勤勉性」を獲得できていないため，思春期
の発達課題である「自己同一性」の確立に向かうことが難
しい）を介入の対象として取り扱った．
　入院中の面接では母親は養育者として，本人の非行（未
成年者の飲酒）を抑制する立場にあることについての理解
を促し，児童期の発達課題に遡って「勤勉性」を獲得する
ために本人が社会生活を経験し努力して能力を獲得しその
ことが評価される機会を積極的に設定する必要があること
を母親に説明し，本人とも共有した．また母親が非行を抑
制できなかったり社会的活動の場を設定できなかったりす
る場合には児童相談所の助力を求める必要がある旨も説明
した．家族療法を通院治療でも継続する方針とし，1 週間
の入院期間で精神科病院 C を退院となった．
　退院後の生活については入院中から生活訓練施設等，福
祉サービスの利用について精神保健福祉士を交えて調整を
試みる事とした．年齢上，福祉サービスの利用にあたり児
童相談所の許可が必要なため，本人と母親の許可を得て主
治医から児童相談所に連絡をして，本人と母親の状況につ
いて情報共有を申し出たところ，母親から児童相談所に相
談するよう提案を受けた．しかし，本人は消極的で見学・
面談にも至らなかった．その一方で，本人と母親は定期的
に通院し家族療法を継続し，母親自身は本人と過ごす時間
を増やすことで，養育者としての機能を回復し本人の行動
を監督できるよう努力を続けた．1 回目の入院後に再飲酒
に至った期間（約 1ヶ月）を超えて断酒は継続し，幻覚と
被害関係妄想の寛解を維持したまま経過している．

考　察

　本症例では小学校 6 年生で飲酒を開始し，幻覚と被害関
係妄想が出現し中学校 3 年生の時点で精神科を初診し，統
合失調症と診断され抗精神病薬が投与されたが改善を認め
なかった．過量服薬を契機に 1 回目の精神科入院となりア
ルコール使用症，アルコール誘発性精神症と診断したが，
本人の動機付け面接と母親への疾患教育のみでは断酒を維
持できず幻覚と被害関係妄想が再発した．その後，けいれ
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ん発作を契機に 2 回目の精神科入院となったが，この時は
家族療法を導入することで，断酒を維持し幻覚と被害関係
妄想の再発を防止できた．
　本症例では，1 回目の入院までアルコール誘発性精神症
の診断を見逃し，統合失調症の診断に基づき抗精神病薬に
よる薬物療法が行なわれたが幻覚と被害関係妄想が全く改
善しないという事態が生じた．アルコール誘発性精神症の
見逃しに至った詳細な経緯は不詳だが，小児であっても飲
酒の事実を把握した場合には，幻覚と被害関係妄想の鑑別
診断としてアルコール誘発性精神症を挙げる必要があるこ
とが示唆された．さらに十分量の抗精神病薬（本症例では
オランザピン 20 mg，パリペリドン 12 mg）を使用してい
るにも関わらず，治療効果が得られていない点からも，ア
ルコール誘発性精神症を鑑別にあげてもよいかもしれない．
本症例において 1 回目の入院中に幻覚と被害関係妄想が速
やかに消退し診断と治療方針の変更に至った経過からは，
入院治療による解毒がアルコール誘発性精神疾患の診断及
び治療に有用であることも示唆された．
　本症例では 1 回目の入院の退院後，2 回目の入院までの
間に飲酒を再開し幻覚と妄想が再発した．この間は本人と
母親が飲酒を否定していたためアルコール誘発性精神症の
診断について再考を迫られたが，後に飲酒を再開していた
ことが明らかになった．2 回目の入院時に本人が語ったと
ころによると，アルコール使用は「情緒が不安定になり眠
れない」状態に対する自己治療であり，主治医にアルコー
ル使用症を指摘され，飲酒をとがめられる事で自己治癒と
しての飲酒の機会が奪われる事を本人が危惧し，医療機関
に隠しながら飲酒を継続する行動は理解できる（従って，
本人が自己申告した飲酒量についても過小に申告している
かもしれない）．その一方で，著明な精神症状と逸脱行動が
出現していた状況で母親が実際に飲酒を把握できていな
かったのかどうかは疑わしい．母親からの聴取では，意図
的に飲酒を隠していたとする発言はなかったため推測の域
を出ないが，本人に不利なことを告げることで，本人との
親密さを失う事を恐れたのかもしれない．もしもそうであ
るならば，1 回目の入院の時点で本人と母親の関係性を介
入の対象として取り扱っていれば，本人が飲酒を再開して
も母親が医療機関と情報共有することで，幻覚と被害関係
妄想の再燃，けいれん発作に至る前に介入する機会があっ
たかもしれない．
　国内では成人のアルコール使用症の治療について，認知
行動療法が一部の専門的な医療機関で実施されているもの
の，一般の精神科医療機関では診察での動機付け面接，家
族への疾患教育と地域の自助グループによる集団療法（断
酒会あるいは AA（アルコリックアノニマス））を併用する
ことが多い8）．成人とは異なり，国内では小児のアルコー
ル使用症の治療についてコンセンサスは得られていない．
国外のガイドラインでは小児のアルコール使用症の治療に
ついて，併存症がなく社会的サポートが十分な場合には認
知行動療法が推奨されているが，そうではない場合には家

族療法を中心とした包括的な治療が推奨されている9）．し
かし，国内の医療機関における認知行動療法，家族療法の
実施状況は報告されておらず実現可能性，有用性ともに検
証されていない．
　本症例は併存症があり社会的サポートが乏しいため，認
知行動療法ではなく家族療法がより適切な選択であったと
考える．家族療法の実施について母親と本人への介入は比
較的円滑であり，後述する課題はあるものの国内での実現
可能性が支持された．また，家族療法の実施後は断酒が維
持されている．本症例の経過では，国内における成人のア
ルコール使用症の一般的な治療を小児に適応するには限界
と課題がある可能性が示唆され，その有用性の判断には至
らなかった．このように本症例の治療経過から，家族療法
は国内でも小児のアルコール使用症の有力な治療法として
検証を進める価値があるものだと考えた．
　前述した国外のガイドライン9）では家族療法に付随する
要素として本人の社会生活機能を向上することが有用だと
されている．本症例は小学校時より学校教育から離れて生
活しており，2 回目の入院以後も家庭外での社会生活の機
会を確保できていない．国内の小児にとって学校教育以外
に社会生活の機会は乏しく，国内で小児のアルコール使用
症の家族療法を行う場合の課題であることが示唆された．
また，本症例では母親と協働して心理社会的な発達（児童
期の発達課題に遡って「勤勉性」を獲得する）を促すこと
も家族療法の要素としているが，家庭外で「勤勉性」を獲
得できる機会がないままだと治療を進める事が難しくなる
かもしれない．
　2 回目の退院後は母親が養育者の機能を自覚し飲酒を抑
制するよう勤め，母親の介入を本人が受け入れたことが断
酒の維持に有用だったと考えている．しかし中学校 3 年生
で精神科に初診するまで対策がないままに小学校 6 年生時
の不登校から飲酒の開始，アルコール使用症，アルコール
誘発性精神症に至った経緯を踏まえると，そもそも母親の
養育能力が十分ではないことが想定される．従って，母親
の独力では断酒を維持することが難しくなることが危惧さ
れる．児童相談所による養育能力の補填（必要に応じて一
時保護，児童自立支援施設等の利用）が期待されるところ
だが，現実には家族または本人の積極的な希望がなければ
強制力に乏しく，社会的サポートの側面でも課題を残した
ものと考えられる．
　国内では小児のアルコール使用症についての研究報告が
極端に乏しく，特に小児のアルコール使用症の治療につい
ては数量的な解析が可能な調査研究はない．今回の症例報
告は 1 例のみの報告であり，国内の小児のアルコール使用
症の治療に決定的な示唆を与えるようなエビデンスではな
い．しかし，このような 1 例あるいは少数例の症例報告で
あっても学術的な記録を蓄積し，日本の社会・文化的背景
を踏まえた小児のアルコール使用症の治療法を検討してい
くことには価値があるだろう．
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Pediatric alcohol use disorder in Japan: A case report

Kaori Yokoyama1,2), Hitoshi Kuwabara1)*

1) Department of Psychiatry, Saitama Medical University Hospital
2) Department of Psychiatry, Nishikumagaya Hospital

　The pathology and progression of alcohol use disorders in children are believed to vary considerably based on a country's social 
and cultural context. This context is complex and influenced by factors such as family dynamics, peer relationships, and comorbid 
psychiatric disorders. Although evidence-based standard treatment for alcohol use disorders in children has been partially established, 
its implementation varies across countries.
　The patient has had an alcohol use problem since the year of 6th grade without an intervention for a few years. The patient first 
visited a psychiatrist for psychosis at the year of 9th grade and was diagnosed with schizophrenia. Antipsychotic medication was 
initiated; however, the psychosis did not improve until the patient was admitted to the psychiatric ward and stopped drinking. During 
hospitalization, the patient was diagnosed with an alcohol use disorder. However, the patient did not utilize social resources typically 
available for alcohol use disorder in adults. Consequently, her drinking behavior persisted, leading to convulsive seizures owing to 
alcohol withdrawal.
　In this case, family therapy was introduced during second hospitalization following convulsive seizures, and the patient's alcohol 
use disorder improved.
　Accumulating academic records of even a single case such as this case would be valuable for examining treatment methods for 
pediatric alcohol use disorders within the Japanese social and cultural context.


